
平成２２年１１月１１日

一般国道９号 島根県鹿足郡津和野町直地 地内における
片側交互通行 実施のお知らせについて

資料提供先：浜田記者クラブ
益田記者クラブ

概 要
一般国道９号 島根県鹿足郡津和野町直地地内において
路面にクラックが確認されたため
本日１８時より片側交互通行を実施しますのでお知らせします。

［内容］
通行規制内容
①規 制 場 所：島根県鹿足郡津和野町直地 地内 （別紙－１参照）
②状 況：同地区において施工中の直地防災工事の影響により、

路面にクラックが発生し、その復旧対応のため
片側交互通行による通行規制を実施します。

③規 制 時 間：平成２２年１１月１１日(木)１８時～翌朝１０時(予定)
※復旧が完了次第、交通規制を解除します。
規制予定時間が延びる場合は、改めてお知らせ致します。

利用者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程、宜しくお願いします。

問い合せ先：国土交通省 浜田河川国道事務所
副所長(道路) 錦織 豊 （内線２０５）
工務課長 和﨑 正令 （内線４１１）

(担当)調査設計課長 溝田 亨 （内線４５１）
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